
 

 

 

 

  法人のお客さまにつきましては、通帳・証書に法人名・肩書名・代表者名を表示して 

おりましたが、平成 29年 7月 1日（土）から、法人名のみ印字させていただきます。 

 

（平成 29年 6月 30日までの表示例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 29年 7月 1日からの表示例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 「払戻請求書」「口座振替依頼書」等には「肩書名」「代表者名」をご記入ください。  

各帳票へのご記入につきましては、変更ございません。 

「肩書」および「代表者名」のご記入をお願いします。 

 

● 「肩書名」「代表者名」に変更があった場合は届出てください。 

「肩書」または「代表者」の変更があったときのお取扱いにつきましては、変更ござい 

ません。当金庫所定の方法により、直ちに届出をお願いします。 

 

埼玉縣信用金庫 

通帳・証書をお持ちの法人のお客さまへ 

株式会社埼信商事 

代表取締役 埼信 太郎 様 

株式会社埼信商事 様 


